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２ 福祉課
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２－１ 地域福祉、更生保護、社会援護

１ 地域福祉の推進事業

令和３年度から令和６年度までの４年間を計画期間とする「第二期飯田市地域福祉計画・飯田市地

域福祉活動計画」に基づき、多様な主体を担い手として、共助による福祉のまちづくりを推進してい

く。

（１）新たな課題に対する住民、事業者、行政等の協働による解決

高齢化に伴い、買い物、ごみ出し、移動等の困難世帯という新たな地域福祉課題が発生している。

それらの課題は住民や行政単体では解決が難しい場合が多く、住民、事業者、ボランティア、行政

等、多様な主体が協働する中で、それぞれの役割を発揮して解決に向かうことが必要である。

市内 20 地区では地域福祉コーディネーターの支援により、まちづくり委員会（健康福祉委員）

を中心に多様な主体が連携し、地域の福祉課題の解決に向けて取り組みを進めている。地域福祉活

動計画ではそこに掲載された各地区の取り組み事例の横展開を推進する。

また、地域福祉コーディネーターと一緒に市職員等が市内 20 地区に入り、地域の福祉課題の把

握を行うとともに、課題解決に向けての検討をする地域福祉課題検討会を行っている。

（２）地域見守り活動事業

最も基本的な住民相互の支え合い活動である「見守り」を、より具体的な支え合い活動に発展さ

せていく日常生活における見守りから、電話による安否確認等を行う安心コール、ふれあいサロン

への参加による安否確認など、地域の実情に合わせて工夫を凝らした取り組みが推進されている。

平成 29 年度から飯田市全域を対象とした民間事業者との見守り協定の締結を開始し、見守りネ

ットワークを構築した。多くの目で見守ることにより、住民の異変に対して、より速やかな発見及

び対応が期待できる。

（３）住民支え合いマップ（災害時助け合いマップ）策定事業

近年の災害では、高齢者や障がい者など避難に支援が必要な「要配慮者」が犠牲になることが多

く、災害時に適切な支援を行うことが必要とされている。また、要配慮者は災害時だけでなく日常

においても支援を必要としており、マップの作成目的を「災害時」から「日常の支え合い」へ広げ、

まちづくり委員会が主体となり飯田市と飯田市社会福祉協議会が協働して、マップを中心とした地

域での支え合いの推進に取り組んでいる。

２ 保護司及び“社会を明るくする運動”

保護司は、保護司法に基づき、法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員（実質的に民間のボ

ランティア）であり、保護観察官と協力・連携して、保護観察、生活環境調整、犯罪予防活動などを

行っている。令和３年 10月１日現在、飯田地区では 45名の保護司が活動している。また、飯田市更

生保護女性会と飯伊地区更生保護協力事業主会が保護司の活動を支えている。

社会を明るくする運動飯田市推進委員会が、市内９団体（飯田市、飯田地区保護司会、飯田市更生

保護女性会、飯伊地区更生保護協力事業主会、飯田市内各地区まちづくり委員会、飯田人権擁護委員

協議会中部部会、飯田市校長会、飯田市ＰＴＡ連合会、長野保護観察所飯田駐在官事務所）により構

成され、毎年７月を強調月間として、犯罪・非行予防および更生保護への理解・協力を呼びかける“社

会を明るくする運動～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～”を開催している。
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第 70 回“社会を明るくする運動”飯田市推進委員会実施事業

（１）公開ケース研究会【中止】

（２）地区講演会【中止】

（３）ミニ集会【中止】

（４）小中学生および家庭への啓発活動

◎市内の全中学生及び小学生全家庭に、非行・犯罪防止の啓発資料を配布

◎市内の全小中学校児童・生徒へ“社会を明るくする運動”クリアファイルを配布

◎中学生対象講話会【中止】

（５）作文コンテスト

“社会を明るくする運動”長野県推進委員会が主催するコンテスト【中止】

題 材：犯罪や非行の問題について考えたことや体験したこと

応募数：小学生 19点

（６）学校講演会

実施校 ５校

（７）愛のはがき募金

募金総額 3,254,758 円

この浄財は“社会を明るくする運動”での事業費・広報啓発費、青少年健全育成事業及び

各更生保護団体の活動運営費として活用されている。

３ 海外引揚者援護事業

戦前から終戦間際まで満州開拓団として中国に渡り、その後、敗戦の混乱でやむなく中国に残るこ

とになった人々を中国残留邦人（孤児、婦人）という。今日までに多くの残留邦人が帰国を果たし、

飯田市にも定着した。

永住帰国を果たしても、文化の違いや言葉がわからないなど困難も多く、帰国者の高齢化による新

たな問題も発生している。こうした背景から、平成 19 年 11 月に中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

及び永住帰国の自立の支援に関する法律が改正され、次のとおり支援を行うこととなった。（市主体事

業は以下の（２）及び（３））

（１）老齢基礎年金の満額支給

（２）生活支援金支給

（３）地域社会における生活支援

ア 日本語教室事業

イ 交流事業

ウ 通訳派遣（医療・介護・学校等で通訳が必要な場合）

その他、中国残留邦人同士の交流会を開催している。

４ 戦傷病者・戦没者遺族等援護事業

一定の要件を満たす戦没者等の遺族及び戦傷病者等の妻に対して、「恩給法」および「戦傷病者戦

没者遺族等援護法」、「戦傷病者特別援護法」、「援護年金法」などの法令に基づき、弔慰金または給付

金の支給に係る事務を行っている。
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２－２ 民生委員・児童委員、福祉委員

■概況

民生委員は、民生委員法（昭和23年７月29日施行）によって設けられ、児童福祉法により児童委員

も兼ねている。生活保護法、児童福祉法をはじめとする福祉関係各法に基づき、社会福祉行政全般に

わたる協力者であるとともに、担当地区全体の社会福祉を増進する任務をもった民間の奉仕者であり、

我が国の社会福祉事業特有の極めて重要な存在である。この制度は、大正６年５月に済世顧問制度が

岡山県で創設され、翌大正７年10月に大阪府で方面委員制度が創設されたものが全国へ普及して、国

における方面委員制度の制定となり、さらに民生委員法へと発展した。長野県では大正12年４月に方

面委員制度が創設され、飯田市においては昭和２年に初めて方面委員が委嘱された。

飯田市の民生児童委員の定数は、国が定めた定数基準（人口10万人以上の市は170から360までの間

のいずれかの数の世帯ごとに１人）に基づき、令和元年12月より235名となっている。 また、平成６

年１月１日からは、児童福祉に関する事項を専門的に担当する「主任児童委員」制度が創設され、令

和３年12月現在では24名の委員が委嘱されている。

飯田市においては、昭和49年４月１日から民生委員を飯田市福祉委員として委嘱し、地域福祉の推

進等に協力をいただいている。

■飯田市民生児童委員協議会

民生委員法の規定により、飯田市内20地区を単位に民生児童委員協議会を組織し、職務に関する連

絡、研究、研修、必要な資料や情報の収集、関係機関との連絡等、積極的な活動を続けている。

１ 令和３年度 飯田市民生児童委員協議会事業計画

（１）事業方針

人口減少、少子高齢化、地域コミュニティーの衰退等、厳しい社会情勢を背景に、育児、介護、

障がい、貧困、それらに同時に直面する家庭など、地域の福祉課題は多様化・複雑化しており、地

域包括ケアシステムの構築が求められている。また、その他に災害時の要支援者への対応、消費者

被害の増加も福祉課題としてあげられる。

こうした中、国では誰もが自ら生活する地域において、主体的にそれぞれの役割を持ちながら支

え合う「地域共生社会の実現」を目指し、複合的・包括的に支援できる体制づくりを進めている。

住民の最も身近な相談相手である民生委員・児童委員は地域福祉に欠かせない大きな存在として一

層の期待が寄せられている。

長野県民生委員児童委員協議会連合会では、2021年度目標として、「支えあう住みよい社会地域

から」～住民の笑顔、安全、安心のために～を掲げている。

また、「いいだ未来デザイン2028（飯田市総合計画）」及び「第２期飯田市地域福祉計画・飯田

市地域福祉活動計画」には、地域福祉の充実、推進が掲げられている。

飯田市民生児童委員協議会では、これらを踏まえつつ重点事項を掲げ、誰もが住み慣れた地域で

安心していきいきと暮らせる地域社会を築くために、関係機関・関係団体との連携・協働体制の強

化を図り、日々の見守り・相談・援助活動の中で住民の福祉ニーズを的確に把握するとともに、地

域住民が支え合う取り組みを充実させるための活動を積極的に進める。
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ウィズコロナ・ポストコロナの時代にあっても、常に住民の立場に立ち、「住民の笑顔、安全、

安心」の実現に貢献できるように次の事業を進めていく。

（２）重点事項

①委員活動の基本重視、資質向上及び健康管理

②民児協の組織強化

③関係機関との連携及びネットワークづくり

④個別援助活動の強化

⑤地域福祉推進への取り組み

⑥地域の防災力強化への協力

⑦生活援助方策による生活福祉資金の活用促進

⑧地域における子育て支援活動の推進及び青少年健全育成活動の推進

（３）具体的な活動の進め方

①委員活動の基本重視、資質向上及び健康管理

ア 民生委員法第15条の守秘義務を遵守し、個人情報に配慮した活動と適切な取扱い

イ 人権尊重、権利擁護の視点に立ち、住民から信頼される委員活動

ウ 担当区域内を掌握、また住民の生活実態を把握し、相談、助言、援助、公助につなぐ役割

エ 知識や情報を習得し、日常活動を継続

オ 福祉台帳の点検・整備と活動記録の活用

カ 積極的に健診を受け、自らの健康管理

②民児協の組織強化

ア 会長会や地区民児協、ブロック民児協等での情報交換や福祉課題・施策等の学習・研修

イ 他の自治体の民児協等との情報交換

ウ 民生児童委員の負担軽減を考慮した組織運営の推進

エ 地区民児協間の連携及び情報交換を図るため、合同民児協の開催

③関係機関との連携及び在宅援助のためのネットワークづくり

ア 関係機関及び団体等との連携及び情報共有

イ 関連する団体等から協力依頼、出席要請のあった事業への積極的参加、協力

ウ 住民支え合いマップ（災害時助け合いマップ）作成・更新への協力

エ 福祉・保健・医療及び介護保険のネットワークづくりの推進

オ 要援護者を囲むネットワークづくりの推進

カ 「長野県地域見守り協定」、また、市・民間事業者との見守り協定に基づき、地域特性に応

じて、地域社会での孤立・孤独をなくす運動の推進

④個別援助活動の強化

ア 介護者の実態とニーズの把握

イ 要援護者に対する個別ニーズの把握

ウ 要援護者処遇検討会議の充実

エ 相談及び助言と情報提供を含めた援助活動の強化
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⑤地域福祉推進への取り組み

ア 社会福祉協議会の組織強化及び地域福祉推進事業への協力

イ 日常の支え合い活動推進への協力

ウ 市民の地域福祉に対する理解と参加の呼びかけ

⑥地域の防災力強化への協力

ア 平時より避難行動要支援者の情報を関係機関と共有、要配慮者に関する状況把握に協力

イ 災害発生時、関係団体と連携し、支援協力体制を整備

ウ 災害発生後、避難行動要支援者、要配慮者の避難支援及び安否確認に協力

⑦生活援助活動方策による生活福祉資金の活用促進

ア 生活福祉資金の活用が自立更生に役立つと認められる世帯（者）に対して、貸付・償還方法

を検討し積極的な援助指導

イ 更生援助記録表を整備して、資金借受世帯（者）の更生援助をはかるための諸問題について、

定例民児協において研究討議する等、資金活用の取り組みをはかり、社会福祉協議会等と密接

な連携をとりながら、借受世帯の援助活動の強化

⑧子育ち・子育てを支える環境づくりの推進及び青少年健全育成活動の推進

ア 子どもや子育て家庭をめぐる課題の提起などの働きかけや主任児童委員の互いの活動の一

層の推進を図るため、年４回の主任児童委員会を開催

イ おめでとう赤ちゃん訪問活動事業を実施し、地域ぐるみで子育ち・子育てを支援

ウ 地域の親や子ども達と接する立場にあるため、保育所や学校など関係機関との連携により、

児童・生徒に対する児童虐待防止活動等の協力

エ 青少年の健全育成に携わる諸団体との連携を図り、青少年が安心して成長することができる

活動の推進

オ 会長会において、主任児童委員会との連携を図り、当会全体として子どもや子育て家庭の支

援のための課題共有と活動の一層の充実

（４）随時事業

①地区民児協の定例開催、合同民児協の開催

②県社協・市社協、県民児連等他機関への協力

③独居老人友愛訪問事業への協力

④ブロック研修会の開催

⑤「民生委員児童委員の日」活動強化週間等、広報啓発活動の実施
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２ 令和３年度飯田市民生児童委員協議会役員（令和３年12月１日現在）

会 長 椎名 佑平 （上久堅地区会長）

副会長 樋口 昭三 （橋南地区会長）

〃 森山 文枝 （千代地区会長）

〃 前島 三津江（上村地区会長）

（単位：人）

ブロック 地区 会長
民生児童委員数 うち主任児

童委員数男性 女性 合計

Ａ

橋 北 秦 嘉雄 3 9 12 1

橋 南 樋口 昭三 4 7 11 1

羽 場 小川 茂美 2 10 12 1

丸 山 熊谷 勇 4 5 9 1

東 野 栁澤 竜太郎 3 6 9 1

Ｂ

山 本 田中 哲夫 1 9 10 1

伊賀良 櫻井 光之 12 10 22 2

鼎 多田 雅幸 10 13 23 2

Ｃ

松 尾 小澤 一仁 8 12 20 2

下久堅 平岩 政弘 3 6 9 1

上久堅 椎名 佑平 4 3 7 1

Ｄ

千 代 森山 文枝 2 6 8 1

龍 江 林 宗吉 4 5 9 1

竜 丘 羽場 弘光 5 7 12 1

川 路 牧内 実琴 3 3 6 1

三 穂 松下 新市 3 3 6 1

Ｅ
座光寺 椎谷 千津子 2 7 9 1

上 郷 瀧浪 礼次 5 21 26 2

Ｆ
上 村 前島 三津江 2 3 5 1

南信濃 鎌倉 崇 7 3 10 1

合計 87 148 235 24
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２－３ 障がい者福祉施策

１ 概況

令和２年度末現在の障がい者数は、身体障害者手帳保持者数 4,918 人、療育手帳保持者数 937 人、

精神障害者保健福祉手帳保持者数 790 人となっており、身体障害者手帳保持者は減少傾向、療育手帳

保持者及び精神障害者保健福祉手帳保持者は増加傾向にある。また、それぞれの手帳保持者のうち 65

歳以上の割合は、身体障害者手帳 82％、療育手帳 10％、精神障害者保健福祉手帳 24％であり、特に

身体障がい者の高齢化が進んでいる状況である。

２ 主な事業

障がい者施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国においては、平成 30 年３月、平成 30年度

から令和４年度までの概ね５年間に講ずべき障がい者施策の基本的方向について定めた第４次障害

者基本計画が策定された。飯田市においては、「第４次障害者施策に関する長期行動計画」及び「第

５期障がい福祉計画・第１期障がい児福祉計画」に基づき、障がい者自らが、自分の生き方を選択し、

自立できる支援を進めており、「みんなちがって、みんないい。ともに暮らす結いのまちづくり」を

目指している。

（１）障がい者福祉制度の改革

■障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律の施行（平成 25年４月１日）

平成 15 年４月から始まった「支援費制度」が障がい者福祉制度として多くの矛盾と問題を抱えて

継続困難になった結果、平成 18 年４月に「障がい者が地域で安心して暮らせる社会の実現」を目指

して、新しく「障害者自立支援法」が施行された。

その後、平成 23 年障害者基本法の一部を改正する法律（改正障害者基本法）のもと、障がい者制

度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障がい福祉サー

ビスの充実等、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、平成 25 年４月１日に「障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律（障害者総合支援法）」が施行された。

また、国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、「障

害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」が平成 25 年６月に制定され、

平成 28 年４月から施行された。

これにより、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いなが

ら共生する社会を実現することを目指す。

■障害者総合支援法のポイント

障害者総合支援法に基づく日常生活・社会生活の支援が、障がい児・者への共生社会を実現するた

め、社会参加の機会の確保、地域社会における共生及び社会的障壁の除去に資するよう総合的かつ計

画的に行われることを法律の基本理念とし、障害者自立支援法から次の点が改正された。

ア 「制度の谷間」を埋めるため、障害者の範囲に難病等を追加（平成 25年４月～）

※国が定める対象疾病 H25.4.1：130 疾病、H27.1.1：151 疾病、H27.7.1：332 疾病、

H29.4.1：358 疾病、H30.4.1：359 疾病、R1.7.1：361 疾病

イ 障害支援区分の創設（平成 26年４月～）

ウ 重度訪問介護の対象拡大（平成 26年４月～）
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エ 共同生活介護（ケアホーム）の共同生活援助（グループホーム）への一元化（平成 26 年４月～）

オ 地域移行支援の対象拡大（平成 26年４月～）

カ 地域生活支援事業の追加（平成 25年４月～）

キ サービス基盤の計画的整備（平成 25 年４月～）

ク 共生型サービスの創設（平成 30 年４月～）

■その他の関係法律等の制定等

制定 施行 法律名称 内容

H24.6 H25.4 国等による障害者就労施

設等からの物品等の調達

の推進等に関する法律

（障害者優先調達推進

法）

・国や地方公共団体等が率先して障がい者就労施設等

からの物品等の調達を推進

・調達方針の策定、実績の公表

H25.6 H28.4 障害を理由とする差別の

解消の推進に関する法律

（障害者差別解消法）

・障がいのある人への差別をなくすことで、障がいの

ある人もない人も共に生きる社会をつくることを目

指す

・「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」

・障害者差別解消法第 10条第１項の規定に基づき、飯

田市職員が障がい者に対して理解を深め、障がい特

性に応じた対応をすることで、障がいの有無に関わ

らず、共生社会の実現に貢献するため、国の基本方

針に基づき職員対応要領を作成

H26.1 障害者権利条約の批准 ・障がい者の人権や基本的自由の享有を確保し、障が

い者の固有の尊厳の尊重を促進するため、障がい者

の権利を実現するための措置等を規定

（２）相談支援事業

ア 一般的相談

障害者自立支援法において、相談支援事業は市町村が行う必須事項として位置づけられた。

飯伊圏域では、歴史的に障がい種別ごとに支援センターが開設されてきた経過があったため、

平成 19 年４月に「飯伊圏域障がい者総合支援センター」が身体障がいと知的障がいを、「南信地

域活動支援センター」が精神障がいを、「飯田市こども発達センターひまわり」が障がい児の相

談支援事業を開始し、平成 29 年４月からは精神障がいの相談支援事業が「南信地域活動支援セ

ンター」から「飯伊圏域障がい者総合支援センター」に移行した。

障がい者の身近な存在として、相談業務や自立した地域生活を送るための支援活動に期待が寄

せられている。
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令和２年度相談件数（飯田市民） （単位：延人数）

相談支援内容
飯伊圏域障がい者
総合支援センター

こども発達センター
ひまわり

福祉サービスの利用等に関すること 2,511 37

社会資源の活用に関すること 182 1

障がいや病状の理解に関すること 802 583

健康・医療に関すること 1,063 0

不安の解消・情緒安定に関すること 465 72

保育・教育に関すること 12 2,127

家族関係・人間関係に関すること 409 33

家計・経済に関すること 406 0

生活技術に関すること 351 4

就労に関すること 187 1

社会参加・余暇活動に関すること 37 0

権利擁護に関すること 8 0

計 6,433 2,858

イ 計画相談支援

平成 24 年４月から計画相談支援の充実が段階的に図られ、平成 27 年度から障がい福祉サービス

や障がい児通所支援等を利用する全ての障がい児・者に対して、サービス等利用計画の作成及び支

給決定後のモニタリングを行い、自立した生活を支え、抱える課題の解決や適切なサービス利用に

向けたケアマネジメントによりきめ細かな支援に取り組んでいる。

ウ 地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）

入所施設や精神科病院から退所または退院した方や地域生活が不安定な方などに、「見守り」と

しての支援を行うことで、障がいのある方の地域生活への移行に取り組んでいる。

（３）南信州広域連合地域自立支援協議会

障害者総合支援法の規定により実施する相談支援事業をはじめとする地域の障がい福祉に関す

るシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議の場として設置されている。（南信州広域連

合地域自立支援協議会設置要綱第２条）

①中立及び公平性を確保する観点から行う委託相談支援事業者の運営評価等

②困難事例への対応のあり方に関する協議及び調整

③地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議

④就労支援に関する協議及び調整

⑤市町村障害福祉計画等についての協議

⑥その他必要な事項
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３ 主な障がい者福祉制度の概要

施策名 対象者 施策の説明 備考

特別児童扶養

手当（県）

重度若しくは中度の身体障が

い又は知的障がい、精神障が

いがある 20 歳未満の児童を

監護している者

月額１級 52,500 円、２級 34,970 円

年３回（４月、８月、11 月）支給。

所得制限あり。

特別障害者手

当

日常生活において、常時特別

の介護を必要とする 20 歳以

上の在宅の重度障がい者

月額 27,350 円

年４回（５月、８月、11 月、２月）支

給。施設入所や病院又は診療所に継続

して３カ月以上入院しているものを除

く。

所得制限あり。

障害児福祉手

当

常時介護を要する在宅の重度

障がい児（20 歳未満）

月額 14,880 円

施設入所した場合除く。

所得制限あり。

重度心身障害

児者医療給付

特別障害者手当の所得制限限

度額内

・身体障害者手帳３級以上該

当者

・療育手帳Ａ１、Ａ２、Ｂ１

該当者

・自立支援医療（精神通院）

該当者（精神通院分のみ対

象）

・精神障害者保健福祉手帳１

級該当者（医療費は外来分

のみ対象・令和３年８月か

ら２級も対象）

医療機関等で保険診療を受けた場合、

医療費の自己負担分について助成。

総合支援介護

給付事業

身体障がい児・者、知的障が

い児・者、精神障がい児・者、

難病患者等

居宅介護、行動援護、生活介護、同行

援護、短期入所等のサービスを受けた

ときに支給。

原則 1 割負担。

ただし負担上限

や軽減あり。

総合支援訓練

等給付事業

身体障がい児・者、知的障が

い児・者、精神障がい児・者、

難病患者等

自立訓練、就労移行支援、就労継続支

援、共同生活援助のサービスを受けた

ときに支給。

原則 1 割負担。

ただし負担上限

や軽減あり。

総合支援医療

給付事業

身体障がい者、将来障がいを

残すと認められる疾患がある

児童

精神障がい者（県）

心身の障がいの状態の軽減を図り、自

立した日常生活を営むために必要な医

療を指定医療機関から受けたときに支

給。

原則 1 割負担。

ただし負担上限

あり。

補装具給付事

業

身体障がい者、難病患者等 身体機能を補完し、かつ長期間にわた

り継続して使用されるもの等で、義肢、

装具、車いす等の購入費用を支給。

原則 1 割負担。

ただし負担上限

や軽減あり。

地域生活支援

事業

身体障がい児・者、知的障が

い児・者、精神障がい児・者、

難病患者等

コミュニケーション支援、移動支援、

地域活動支援センター等のサービスを

受けたときに支給。

原則 1 割負担。

ただし負担上限

や軽減あり。

日常生活用具

給付事業

身体障がい児・者、難病患者

等

日常生活上の困難を改善し、社会参加

を促進するもの等で、排泄管理支援用

具、歩行補助つえ等の購入費用を支給。

原則 1 割負担。

ただし負担上限

や軽減あり。

家庭介護者疲

労 回 復 事 業

（市単独）

常時介護を必要とする在宅の

重度心身障がい児・者の介護

者

家庭介護者の疲労回復のため針灸マッ

サージの治療費の一部、または飯田市

内の入浴施設の利用料の一部を助成。

（介護保険対象者との重複分を除く。）



20

施策名 対象者 施策の説明 備考

心身障害児者

タイムケア事

業

在宅の障がい児・者 家族が障がい児・者の介護ができない

時、近隣知人や市町村長が適当と認め

た民間団体などが家族に代わり一時的

預かり介護を行う。

利用時間 年間１人 300 時間

食費その他実費

負担有り

障害児者タク

シー利用料金

助成事業（市

単独）

障がい等級が３級以上の身体

障がい者手帳保持者（ただし

３級の外部障がい者は前年分

所得税非課税者）、Ａ１～Ｂ１

の療育手帳保持者、精神保健

福祉手帳１級手帳保持者

飯田下伊那地域内でタクシーを利用し

た場合乗車にかかる料金の一部を助成

（年間 15,000 円分）

ただし自動車税・軽自動車税の減免を

受けている方は対象外。

重度心身障害

児通院費助成

事業(市単独)

特別児童扶養手当１級該当児

童

飯伊圏域外の医療機関等に通院、入院

等している児童の介護者等の交通費等

の一部を助成

交通費 1/2

手話通訳者等

派遣事業

重度聴覚障がい者 聴覚障がい者等が社会生活上又は日常

生活上必要不可欠な事項でコミュニケ

ーションを円滑にするため、市長が適

当と認めた場合、手話通訳者及び要約

筆記者を派遣。

代読奉仕員派

遣事業

視覚障がい者 視覚障がい者が家庭生活又は社会生活

において円滑な情報処理を行うため、

市長が必要と認めた場合、代読奉仕員

を派遣。

地域リハビリ

事業（市単独）

医療を終了した障がい者や要

介護状態の方

障がい者や要介護状態の方を対象に、

福祉課の理学療法士、作業療法士等に

よる施設や在宅におけるリハビリを行

う。

療育リハビリ

支援（市単独）

障がい児 学校、保育園、療育センターに理学療

法士、作業療法士が出向いて生活リハ

ビリ、訓練指導を行う。

障害者にやさ

しい住宅改良

促進事業

65歳未満で障がい等級が１～

６級までの身体障がい者手帳

保持者（ただし４～６級手帳

保持者は独居者又は常時介護

する者がいない者）

前年の所得税額が８万円以下

の世帯

障がいの状況に応じ浴室、便所、台所、

階段などの整備改善を図るときに補助

基準額 70 万円を上限に補助。（原則１

割負担）

障害者余暇活

動支援事業

在宅の障がい者 週末等に障がい者に余暇活動の場の提

供や家族支援を行う。

社会福祉法人、NPO 法人、非営利の福祉

活動を行っている団体等への補助。

自動車税及び

軽自動車税の

減免

手帳の種類・障がい者の年齢、

等級、車の所有者名義、本人

が運転できるか等による。

自動車税、自動車取得税又は軽自動車

税が減免される。
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４ 専門職の設置

職種 人数 主な業務

理学療法士 １名 ・在宅での機能訓練

・飯田市こども発達センターひまわり、保育園、飯田養護学校での機能

訓練の他、障がい児の早期発見・早期療育及び発達相談等

・障がい者・高齢者施設での機能訓練

手話通訳者 １名 ・庁舎窓口での手話通訳

・庁舎以外公的機関窓口での手話通訳

・手話通訳者のコーディネート

・要約筆記奉仕員への依頼・通知

・聴覚障がい者の緊急時対応

５ 障害者虐待防止センターの設置

平成 24 年 10 月１日「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」の施行に

伴い、福祉課障害福祉係に「障害者虐待防止センター」を設置した。

（１）業務内容

・通報・届出の受理

・養護者による障がい者虐待の防止及び養護者による障がい者虐待を受けた障がい者の保護のため、

障がい者及び養護者に対して相談及び指導並びに助言を行う

・障がい者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動を行う

（２）令和２年度障がい者虐待の状況

（単位：件）

養護者による

虐待

障がい者福祉

施設従事者等

による虐待

使用者による

虐待

相談・通報・届出件数 4 1 0

事実確認調査件数 3 1 0

虐待と判断した件数 2 0 0

虐待の

類型

身体的虐待 2 0 0

性的虐待 0 0 0

心理的虐待 1 0 0

放棄・放置 0 0 0

経済的虐待 0 0 0

※虐待の類型は重複する場合がある。
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６ 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律の施行

平成 25 年４月１日、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（障

害者優先調達推進法）が施行された。これは、障がい者就労施設で就労する障がい者や在宅で就業す

る障がい者の経済的自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公的機関が、物品や

サービスを調達する際、障がい者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進することを目

的として制定されたものである。

■飯田市障がい者就労施設等からの物品等調達推進方針

（単位：千円）

年度 目標額 実績額

Ｈ25 2,500 1,270

Ｈ26 2,500 2,105

Ｈ27 3,800 2,534

Ｈ28 3,800 3,665

Ｈ29 3,800 3,590

Ｈ30 3,800 3,866

Ｒ１ 3,800 3,801

Ｒ２ 4,100 4,288

Ｒ３ 4,288

７ 障がい者の統計

（１）身体障がい者

① 障がい別等級別障がい者数 （R3.3.31 現在）

等級

障がい

１級

（人）

２級

（人）

３級

（人）

４級

（人）

５級

（人）

６級

（人）

計

（人）

男

（人）

女

（人）

率

（％）

視覚障がい 55 62 20 17 30 28 212 98 114 4.31

聴覚障がい - 81 86 59 - 382 608 262 346 12.36

ろうあ - 4 - - - - 4 2 2 0.08

平衡機能障がい - - 1 - 1 - 2 1 1 0.04

音声・言語機能障がい - - 18 8 - - 26 18 8 0.53

そしゃく機能障がい - - 3 6 - - 9 4 5 0.18

肢
体
不
自
由

上
肢

切断 1 2 19 20 12 6 60 43 17 1.22

機能障がい 21 215 114 110 68 42 570 313 257 11.59

下
肢

切断 - - 12 20 - 1 33 21 12 0.67

機能障がい 42 86 441 736 199 70 1574 482 1092 32.00

体幹機能障がい 133 182 121 - 62 - 498 263 235 10.13

心臓機能障がい 567 - 120 63 - - 750 396 354 15.25

腎臓機能障がい 278 - 23 2 - - 303 208 95 6.16

呼吸器機能障がい 28 - 51 12 - - 91 57 34 1.85

ぼうこう・直腸小腸機能障がい 2 - 15 148 - - 165 88 77 3.36

小腸機能障がい - - 1 1 - - 2 1 1 0.04

肝臓機能障がい 5 - - 1 - - 6 2 4 0.12

免疫機能障がい 1 1 0 3 - - 5 5 0 0.10

計 1,133 633 1,045 1,206 372 529 4,918 2,264 2,654 100.00

率（％） 23.04 12.87 21.25 24.52 7.56 10.76 100.0 46.03 53.97 100.00
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②年齢別身体障がい者数 （R3.3.31現在）

等級別
１級
（人）

２級
（人）

３級
（人）

４級
（人）

５級
（人）

６級
（人）

計
（人）

男
（人）

女
（人）

備考

0 歳～ 5 歳 3 1 3 1 0 0 8 4 4
19 歳未満

72 人

(1.5％)

6 歳～14 歳 15 8 9 4 1 3 40 21 19

15 歳～17 歳 4 3 1 2 1 1 12 5 7

18 歳～19 歳 5 2 3 0 0 2 12 6 6

20 歳～39 歳 37 31 28 21 9 11 137 72 65 20～59 歳

565 人

(11.5％)

40 歳～49 歳 43 28 25 29 5 11 141 87 54

50 歳～59 歳 81 51 55 47 33 20 287 156 131

60 歳～64 歳 66 44 43 58 27 8 246 144 102 60 歳以上

4,281 人

(87.0％)

65 歳～74 歳 211 132 158 260 95 66 922 499 423

75 歳以上 668 333 720 784 201 407 3,113 1,270 1,843

合 計 1,133 633 1,045 1,206 372 529 4,918 2,264 2,654

（２）知的障がい者

療育手帳所持者数 （R3.3.31現在）

年齢

区分

18 歳未満 18 歳以上 合計

男
（人）

女
（人）

計
（人）

男
（人）

女
（人）

計
（人）

男
（人）

女
（人）

計
（人）

Ａ１ 31
(8)

17
(8)

48
(16)

132
(25)

86
(18)

218
(43)

163
(33)

103
(26)

266
(59)

Ａ２ - 2 2 4 11 15 4 13 17

Ｂ１ 26 12 38 110 89 199 136 101 237

Ｂ２ 72 44 116 192 109 301 264 153 417

計 129 75 204 438 295 733 567 370 937

＊（ ）の中には、重症心身障がい児・者を再掲

（３）精神障がい者

精神障害者保健福祉手帳所持者数 （R3.3.31 現在）

１級
（人）

２級
（人）

３級
（人）

合計
（人）

男 227 135 40 402

女 214 137 37 388

計 441 272 77 790
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８ 障がい者福祉施設等

（１）自立支援介護給付・訓練等事業 （単位：人）

サービス名 延べ利用人員 R3.3.31 現在

居宅介護 763 74

同行援護 148 14

行動援護 151 17

ショートステイ 332 66

療養介護 96 8

生活介護 3,498 278

施設入所支援 1,614 140

自立訓練 252 32

グループホーム 1,906 170

就労移行支援 150 23

就労継続支援 3,538 330

計画相談 1,308 639

地域移行支援 0 0

地域定着支援 0 0

計 13,756 1,791

（２）地域生活支援事業 （単位：人）

サービス名 延べ利用人員 R3.3.31 現在

地域活動支援センター 1,014 113

移動支援 561 89

訪問入浴 108 11

日中一時支援 379 65

計 2,062 278

（３）障がい児通所支援事業 （単位：人）

サービス名 延べ利用人員 R3.3.31 現在

児童発達支援 312 49

放課後等デイサービス 3,144 278

保育所等訪問支援 6 5

障がい児相談支援 705 304

計 4,167 636



25 
 

２－４ 生活保護関係 

 
■生活保護の動向 

飯田市における生活保護の動向をみると、昭和 26 年頃からほぼ一貫して減少してきたが、平成４年

頃から保護率は３‰前後で横ばいとなった後、平成９年度からは再び減少に転じ、平成12年度には2.5‰

にまで減少した。その後、平成 13 年度には経済不況の影響から増加傾向に転じ、その後 3.3‰から 3.5‰

で推移してきた。しかし、平成 20 年秋の世界同時不況後は上昇を続け、平成 21 年８月には 3.81％‰と、

近年にない高い保護率となった。その後、保護率は低下することなく緩やかに上昇し、令和３年３月末

現在の被保護世帯は 384 世帯、被保護人員が 442 人、保護率は 4.47‰となっている。 

世帯類型別に見ると、高齢者世帯が 54.0％と全体の半数以上に上り、保護世帯の高齢化が顕著である。

他では、母子世帯が 2.7％、障がい者世帯が 17.6％、傷病者世帯が 15.8％、その他世帯が 9.9％となっ

ている。 

 令和２年度における生活相談件数は、延べ 505 件となっており、横ばいから増加の傾向にある。生活

相談からそのまま生活保護申請に至るケースも多く見受けられる。 
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１ 被生活保護世帯の推移及び扶助別支給額
（単位：世帯、人、千円、％）

年度
区分

S40 年度
（1965）

S50 年度
（1975）

S60 年度
（1985）

H７年度
（1995）

H17 年度
（2005）

H22 年度
（2010）

H27 年度
（2015）

R2 年度
（2020）

被保護

世帯

実数 396 339 312 235 279 338 392 384

指数 100 86 79 59 70 85 99 97

被保護

人員

実数 836 544 477 301 338 388 481 442

指数 100 65 57 36 41 46 58 53

保護率

（‰）

実数 10.5 6.8 5.9 2.9 3.2 3.7 4.6 4.5

指数 100 65 56 28 30 35 44 43

保

護

費

生活

扶助

支出額 26,082 76,133 124,349 121,480 161,205 183,232 201,889 180,768

構成比 29.9 26.4 25.1 24.3 27.5 25.1 30.5 25.1

住宅

扶助

支出額 2,006 4,549 14,945 25,450 43,439 55,051 79,090 74,521

構成比 2.3 1.6 3.0 5.1 7.4 7.5 12.0 10.3

教育

扶助

支出額 2,743 2,797 4,892 2,438 660 881 2,493 1,174

構成比 3.1 1.0 1.0 0.5 0.1 0.1 0.3 0.2

医療

扶助

支出額 51,952 171,327 308,366 291,136 278,842 378,094 270,059 295,714

構成比 59.5 59.5 62.3 58.3 47.7 51.7 40.9 41.1

介護

扶助

支出額 ‐ ‐ ‐ ‐ 17,005 19,064 7,691 10,416

構成比 ‐ ‐ ‐ ‐ 2.9 2.6 1.2 1.4

出産

扶助

支出額 ‐ 35 ‐ ‐ ‐ ‐ 423 468

構成比 ‐ 0.0 ‐ ‐ ‐ ‐ 0.1 0.1

生業

扶助

支出額 334 66 60 ‐ ‐ 113 937 675

構成比 0.4 0.0 0.0 ‐ ‐ 0.0 0.1 0.1

葬祭

扶助

支出額 119 450 700 318 144 571 646 1,236

構成比 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2

就労自

立支援

支出額 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 63

構成比 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0.0

進学準

備給付

支出額 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 300

構成比 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0.0

小計
支出額 83,236 255,357 453,312 440,822 501,295 637,006 563,228 565,335

構成比 95.3 88.7 91.6 88.3 85.6 87.1 85.2 78.5

保護施設事務費

及び委託事務費

支出額 4,091 32,647 41,833 58,364 84,168 94,017 97,802 154,465

構成比 4.7 11.3 8.4 11.7 14.4 12.9 14.8 21.5

合計
支出額 87,327 288,004 495,145 499,186 585,463 731,023 661,030 719,800

構成比 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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２ 飯田市保護率の状況（令和３年３月 31 日現在）

区分

地区

世帯数(Ａ) 人口(Ｂ) 被保護世帯数 被保護人員 保護率(‰)

(R3.3.31) (R3.3.31) 停止中を含む(Ｃ) 停止中を含む(Ｄ) (Ｄ)／(Ｂ)×1,000

橋 北 1,433 2,870 25 25 8.71

橋 南 1,229 2,614 35 37 14.15

羽 場 1,957 4,674 44 44 9.41

丸 山 1,425 3,341 19 23 6.88

東 野 1,308 2,800 23 26 9.29

座 光 寺 1,599 4,289 9 10 2.33

松 尾 5,184 12,887 63 74 5.74

下 久 堅 972 2,742 1 1 0.36

上 久 堅 490 1,238 2 2 1.62

千 代 580 1,596 2 2 1.25

龍 江 1,012 2,677 4 4 1.49

竜 丘 2,595 6,758 4 4 0.59

川 路 763 1,973 3 5 2.53

三 穂 470 1,374 1 1 0.73

山 本 1,723 4,625 23 25 5.41

伊 賀 良 5,553 14,231 28 42 2.95

鼎 5,378 13,113 48 63 4.80

上 郷 5,544 13,481 40 44 3.26

上 村 188 384 2 2 5.21

南 信 濃 661 1,254 8 8 6.38

合 計 40,064 98,921 384 442 4.46

３ 標準４人世帯保護基準額（３級地－１）

標準４人世帯：35才男、30 才女、9才男、4才女 （単位：円）

年度

扶助別

Ｓ40 Ｓ50 Ｓ60 Ｈ７ Ｈ17 Ｈ27 Ｒ２

（1965） （1975） （1985） （1995） （2005） （2015） （2020）

生 活 扶 助 14,921 60,880 127,670 167,010 171,770 173,659 155,630

住 宅 扶 助 1,300 3,400 5,000 26,500 31,800 41,300 41,300

教 育 扶 助 340 1,040 1,690 2,080 2,150 5,540 7,558

計 16,561 65,320 134,360 195,590 205,720 220,499 204,488

１人当たり平均 4,140 16,330 33,590 48,898 51,430 55,125 51,122

指 数 100 394 811 1,181 1,242 1,332 1,235

（注）生活扶助は、冬季加算額を含む。



28

４ 被保護世帯分類（厚生労働省報告例による）

年月 S40 年７月 S50 年 7 月 S60 年 7 月 H７年 7月 H12 年 7 月 H17 年 7 月 H27 年 7 月 Ｒ２年 7 月

（1965） （1975） （1985） （1995） （2000） （2005） （2015） （2020）

世帯 世
帯
数

割

合

世
帯
数

割

合

世
帯
数

割

合

世
帯
数

割

合

世
帯
数

割

合

世
帯
数

割

合

世
帯
数

割

合

世
帯
数

割

合世帯別

高齢者

世帯
94 26.5 98 30.3 82 25.7 143 46.7 97 43.7 127 48.1 199 51.8 199 53.5

母子

世帯
79 22.3 28 8.7 31 9.7 4 1.3 6 2.7 5 1.9 15 3.9 8 2.2

障がい者

世帯
25 7.0 59 18.3

163 51.1

58 19.0 82 36.9 55 20.8 58 15.1 63 16.9

傷病者

世帯
‐ ‐ ‐ ‐ 68 22.2 30 13.5 52 19.7 59 15.4 58 15.6

その他

世帯
157 44.2 138 42.7 43 13.5 33 10.8 7 3.2 25 9.5 53 13.8 44 11.8

計 355 100.0 323 100.0 319 100.0 306 100.0 222 100.0 264 100.0 384 100.0 372 100.0

５ 令和２年度保護申請・却下・開始・廃止状況（世帯数）

月

区分
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計

１ヶ月

平均

申 請 11 6 3 4 6 6 5 10 6 7 5 4 73 6.1

却 下 1 3 - - - 3 - 3 2 - - - 12 1.0

取下げ - - - - - - - - 1 - - - 1 0.1

開 始 7 6 4 4 2 6 4 5 6 4 9 2 59 4.9

廃 止 3 3 5 3 1 6 6 7 5 4 4 4 51 4.3

６ 保護の開始・廃止理由

（１） 保護開始 （２） 保護廃止

理

由

年

度

世
帯
主
の
疾
病

世
帯
員
の
疾
病

稼
働
者
の
死
亡
・
離
別
・
不
在

老
齢
に
よ
る

稼
働
収
入
の
減
少

年
金
・
仕
送
り
の
減
少

貯
金
等
の
減
少
・
喪
失

そ
の
他
（
転
入
を
含
む
）

合

計

理

由

年

度

世
帯
主
の
疾
病
治
癒

世
帯
員
の
疾
病
治
癒

死
亡
・
失
踪

稼
働
開
始
収
入
増
加

働
き
手
の
転
入

年
金
・
仕
送
り
の
増
加

施
設
入
所

医
療
費
等
他
法
負
担

親
戚
等
の
引
き
取
り

そ
の
他
（
転
出
・
辞
退
を
含
む
）

合

計

Ｈ２

(1990)
18 2 ‐ ‐ 7 ‐ ‐ 6 33

Ｈ２

(1990)
‐ ‐ 7 13 1 3 3 ‐ 1 7 35

Ｈ12

(2000)
14 1 ‐ 2 3 3 1 7 31

Ｈ12

(2000)
‐ ‐ 5 4 ‐ 1 8 ‐ ‐ 5 23

Ｈ17

(2005)
24 1 ‐ 4 3 5 11 4 52

Ｈ17

(2005)
‐ ‐ 13 2 ‐ ‐ 8 ‐ ‐ 4 27

Ｈ27

(2015)
19 2 ‐ 4 21 6 19 5 76

Ｈ27

(2015)
‐ ‐ 22 12 ‐ 6 9 ‐ 4 14 67

Ｒ２

(2020)
18 1 3 10 2 4 12 7 57

Ｒ２

(2020)
‐ ‐ 23 2 ‐ 4 4 ‐ 4 14 51
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７ 行旅病人・浮浪者等の援護状況

年度

項目

Ｓ40

（1965）

Ｓ50

（1975）

Ｓ60

（1985）

Ｈ７

（1995）

Ｈ12

（2000）

Ｈ17

（2005）

Ｈ22

（2010）

Ｈ27

（2015）

Ｒ２

（2020）

来所者数 28 21 28 29 67 33 12 - 2

電車賃等支給件数 26 21 28 28 54 27 12 - 2

食費代支給件数 12 18 17 19 27 6 ‐ - -

宿泊代支給件数 4 ‐ ‐ 1 2 ‐ ‐ - 1

行旅死亡人 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - -
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２－５ 生活困窮者自立支援

１ 自立相談支援事業

就労に関する問題を中心としながら、生活に困りごとや不安を抱えている方の相談を受け、どのよ

うな支援が必要かを相談者と共に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた

支援を行う。

令和２年度における相談支援実績は、下表のとおり。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計

新規相談受付件数 34 46 28 21 30 20 30 30 26 20 46 71 402

プラン作成件数 27 34 17 17 25 23 39 31 30 21 44 72 380

就労支援対象者数 21 31 16 16 22 23 39 29 29 21 44 72 363

就労者数（一般） 0 1 1 2 1 2 2 2 4 2 2 3 22

２ 家計改善支援事業

家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に

応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早

期の生活再生を支援する。飯田市が支援決定をする。

令和２年度の支援状況は、下表のとおり。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計

支援決定件数 1 0 0 1 1 4 10 4 2 5 0 3 31

■生活就労支援センター

平成 27 年４月１日の生活困窮者自立支援法の施行により、飯田市生活就労支援センター（まいさぽ

飯田）を設置し、自立相談支援事業及び家計改善支援事業を飯田市社会福祉協議会へ業務委託して

います。

飯田市生活就労支援センター まいさぽ飯田

所在地：飯田市東栄町 3108 番地１

電話：0265-49-8830 FAX：0265-49-8692
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３ 住居確保給付金

離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に対し、就職に向けた活動をするなど

を条件に、一定期間、家賃相当額を支給。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を

行う。一定の資産収入等に関する要件を満たしている方を対象とし、飯田市が支給決定をする。

令和２年度における支援対象者は、下表のとおり。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計

支援決定件数 9 27 12 11 8 10 6 11 8 7 21 15 145

４ 一時生活支援事業

住居をもたない方、またはネットカフェ等の不安定な住居形態にある方に、一定期間、宿泊場所や

衣食を提供。退所後の生活に向けて、就労支援などの自立支援も行う。一定の資産収入に関する要件

を満たしている方を対象とし、飯田市が支援決定をする。

なお、令和２年度の飯田市の支援対象者はなかった。

５ 就労準備支援事業

一般就労に向けた手厚い支援が必要な生活困窮者及び生活保護受給者に対して、就労の前段階とし

て必要な生活習慣の形成、社会的能力の習得、就職活動のための技法等の習得、就労体験の提供等の

支援を計画的かつ一貫して実施し、一般就労に向けた基礎的な能力を身につけることにより、安定的

な就労につなぎ、経済的困窮から脱却を図ることを目的に実施する。企業組合労協ながのに業務委託

し、飯田市が支援決定をする。

令和２年度の飯田市の利用者は、定員７名に対し、７名利用。（令和３年３月末日現在）
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２－６ 福祉企業センター

福祉企業センターは、社会福祉法第２条第２項第７号に規定する社会福祉事業の授産施設であり、身

体に障がいをお持ちの方や精神上の理由、または、家庭の事情で就労などが困難な方に就労の場を提供

し、将来的には一般就労を目指していただくことを目的としている。

市内には６箇所の福祉企業センターがある。

今宮

福祉企業

センター

上久堅

福祉企業

センター

鼎

福祉企業

センター

上郷

福祉企業

センター

上村

福祉企業

センター

南信濃

福祉企業

センター

開設年月日 S37.4.1 S36.6.1 S29.12.1 S37.8.1 S38.10.12 S38.10.20

分場 － － － －
程野(休所)

中郷
－

定員 30 名 20 名 30 名 30 名 15 名 20 名

利用者数 22 名 14 名 30 名 19 名 ６名 13 名

（内訳）

身体障がい者 2 名 2 名 4 名 2 名 1 名 1 名

知的障がい者 7 名 2 名 9 名 5 名 １名 - 名

精神障がい者 3 名 - 名 2 名 3 名 - 名 2 名

高齢者 5 名 8 名 9 名 5 名 ４名 7 名

その他 5 名 2 名 6 名 4 名 - 名 3 名

作業内容

菓子箱折・袋

詰

電子部品仕

切組立

茶箱折

瓶蓋シール

圧着

熊手制作

基板絶縁

自動車部品

の検品

カレンダー

巻き箱詰め

正月飾りし

め縄組立

換気扇部品

組立

水引

正月飾り

木工

破魔矢・熊手

制作

菓子詰

ごみ袋証紙

貼り

自動車用ハ

ーネス組立

抵抗器サシ

作業

換気扇部品

組立

菓子・漬物箱

詰・箱折

ごみ袋証紙

貼り

圧力計プレ

ス

電源ボック

ス組立

菓子箱折・袋

詰

自動車用ハ

ーネス組立

水引・金封

瓦屋根軒先

部品組立

野球関連グ

ッズ加工

縫製・

菓子箱詰・箱

折・反物の裁

断

正月飾り手

直し

菓子箱詰・箱

折

工芸品

圧力計プレ

ス

販売高（円） 4,325,190 2,143,839 12,119,641 6,120,954 1,684,932 5,453,359

工 賃（円） 4,255,453 1,942,602 11,731,690 5,751,509 1,561,553 5,380,480

利用料（円） 0 136,358 54,863 264,368 115,515 430,605

※利用者数：令和 2年度末現在の利用者数

※販売高：令和 2年度受託事業収入

※工賃：令和 2 年度支払工賃総額

※利用料：令和 2年度一般利用者利用料（10%）


